
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案

参
照
条
文

○

財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
（
抄
）

第
四
条

国
の
歳
出
は
、
公
債
又
は
借
入
金
以
外
の
歳
入
を
以
て
、
そ
の
財
源
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
公
共
事
業
費
、
出
資
金
及
び
貸
付
金
の
財

源
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
で
、
公
債
を
発
行
し
又
は
借
入
金
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

②

前
項
但
書
の
規
定
に
よ
り
公
債
を
発
行
し
又
は
借
入
金
を
な
す
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
償
還
の
計
画
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

（
略
）

○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
の
特
例
）

第
四
十
二
条

第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
債
整
理
基
金
に
充
て
る
た
め
、
毎
会
計
年
度
、
予
算
で
定
め
る
金
額
を
、
一
般
会
計
か
ら
国
債
整
理
基
金

特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
国
債
（
一
般
会
計
の
負
担
に
属
す
る
公
債
及
び
借
入
金
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
償
還
に
充
て
る
た
め
に
繰
り
入
れ
る
べ
き
金
額
は
、
前
年
度
期
首
に
お
け
る
国
債
の
総
額
の
百
分
の
一
・
六
に
相
当
す
る
金
額
と
す

る
。

３

前
項
の
国
債
の
総
額
の
計
算
に
際
し
、
割
引
の
方
法
を
も
っ
て
発
行
さ
れ
た
公
債
に
つ
い
て
は
、
発
行
価
格
を
も
っ
て
額
面
金
額
と
み
な
す
。

４

前
三
項
及
び
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
繰
入
れ
の
ほ
か
、
国
債
の
う
ち
割
引
の
方
法
を
も
っ
て
発
行
さ
れ
た
公
債
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
期
首
に
お
け
る

未
償
還
分
の
発
行
価
格
差
減
額
を
発
行
の
日
か
ら
償
還
の
日
ま
で
の
年
数
で
除
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
毎
会
計
年
度
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
一
般
会
計
か
ら
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

５

前
各
項
及
び
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
繰
入
れ
の
ほ
か
、
国
債
の
円
滑
か
つ
確
実
な
償
還
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
予
算
で
定

め
る
金
額
を
、
一
般
会
計
か
ら
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
借
換
国
債
）

第
四
十
六
条

国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
お
い
て
は
、
各
年
度
に
お
け
る
国
債
の
整
理
又
は
償
還
の
た
め
に
必
要
な
金
額
を
限
度
と
し
て
、
借
換
国
債
を
発

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

借
換
国
債
の
う
ち
当
該
年
度
内
に
償
還
す
べ
き
借
換
国
債
の
発
行
収
入
金
は
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
の
歳
入
外
と
し
て
国
債
整
理
基
金
に
編
入
す
る

も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
当
該
年
度
内
に
償
還
す
べ
き
借
換
国
債
を
償
還
す
る
た
め
に
国
債
整
理
基
金
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
の
歳

出
外
と
し
て
経
理
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
七
条

国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
お
い
て
は
、
翌
年
度
に
お
け
る
国
債
の
整
理
又
は
償
還
の
た
め
、
予
算
を
も
っ
て
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
を
限

度
と
し
て
、
借
換
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


